
南砺市の行政組織の変更について 
 
４月１日から市の行政組織が一部変更となります。 
 
１．市の総合政策や特命事項に係る企画部門を移管したことから、市長公室を市長政策室とし、

企画総務部を総務部と改めました。また、企画課に設置していた情報政策室を情報政策課とし、

総務課に設置していた行政管理室は、廃止しました。 
 
これまで                     ４月１日から 

市長公室 
秘書課 

企画総務部 
  企画課・総務課・財政課・税務課 

市長政策室 
秘書課 企画課 

総務部 
  総務課・情報政策課・財政課・税務課 

 
 
 
 
 
２．産業経済部の農林行政部門２課の業務を見直し、治山・林業関係事業を独立して担う課を

新設いたしました。 
 
これまで                     ４月１日から 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○農林振興課 
・農政係 
・特産振興係 
・林政係 
・地籍調査係 

 
○農林土木課 
 ・農業土木係 
 ・林業土木係 

○農業振興課             （ ）は所管業務 
・農政係（農業振興地域整備計画、経営改善、米生産調整対策、担い 

手対策、病害虫、食品の安全等） 
・特産振興係（特産物振興、農業イベント、酪農畜産、内水面漁業、 

都市及び農村交流等） 
○農村整備課 
・農村保全係（景観保全、農道台帳整備、農村公園施設等の管理等） 

・農地整備係（ほ場整備、農道整備、農業用排水路、農地・農業施設 

災害復旧等） 

○森林政策課 
・林政係（森林計画、森林保護・育成、林間施設管理、緑化推進、鳥獣保 

護、有害鳥獣等駆除等） 

・森林整備係（林道整備・維持管理、治山事業、林道災害復旧、自然公園 

管理等） 

・地籍調査係（地籍調査） 

 
 
 
 
 
 
３．平、上平、利賀、井口の行政センターでは、市民課と振興課の課制を廃止しました。 
 
４．南砺広域連合の解散により、公立南砺中央病院が市の組織に移管されました。また、３市

立病院の総括部門として医療局（南砺中央病院内）を設置しました。 


